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水俣病被害者の救済申請の　 お知らせ水俣病被害者の救済申請の　 お知らせ ■申請受付…７月31日㊋まで

 ■対象者

　救済措置の対象となる人は、昭和43年12月31日以前に「対象地域」に１年以上居住し、水俣
湾またはその周辺水域でメチル水銀に汚染された魚などをたくさん食べた人のうち、水俣病にも
見られる、両手足の先の方の感覚が鈍いなどの症状が認められる人です。
　ただし、症状を自覚しているからといって、その事実だけでただちに対象となるわけではあり
ません。
　そのような症状が起きたのは、「かつて水俣病の原因企業が流したメチル水銀に汚染された魚
をたくさん食べたからではないか」、という心当たりがある皆さんに申請していただき、申し立
てや戸籍の附票などで審査した後、県が指定する医療機関の医師による診断をもとに判定される
仕組みとなっています。
※「対象地域」に当時、相当の期間お住まいでなかった人であっても、申請できます。その場合には、
本人への聞き取りやそれを裏付ける客観的資料をふまえ、汚染された魚などを多食したと認め
られる「相当な理由」を個別に審査されます。

 ■民間の医師による診断書は

　民間診断書（提出診断書）の提出は任意です。
　また、民間診断書（提出診断書）の提出を希望する人で、申請時に提出が間に合わない人は、
申請後３カ月までならば提出診断書を追加で提出することが可能です。
　提出診断書を３カ月以内に提出できない場合は、県の指定する医療機関の医師による診断「公
的診断」によってのみ判定されることとなります。

 ■説明会・個別相談会を開催します

　県では、水俣病被害者の人に対する救済の申請を、７月31日㊋まで受け付けています。
　水俣病被害者の救済について、下記のとおり説明会と相談会を行います。県外にお住まい
のご親戚、お知り合いの人にもお伝えください。

 ■申請書配布先

　申請書類は、天草市役所（市民課・環境課・健康増進課）
または各支所、各出張所で配布しています。
※なお、詳しくは熊本県水俣病保健課☎096（333）
2306（月曜から金曜日まで〔祝日を除く〕の午前８時
30分から午後５時15分まで）へお問い合わせください。

【問い合わせ先】熊本県環境生活部・水俣病保健課☎096（333）2306

福　岡

会　場 日　　時 場　　　　　所

６月 ３日㊐
午後１時30分から同３時30分まで

６月 ２日㊏
午後１時30分から同３時30分まで

５月26日㊏
午後１時30分から同３時30分まで

安保ホール　301会議室
（名古屋市中村区名駅３－15－９）

大阪駅前第３ビル　17階　３、５号室
（大阪府大阪市北区梅田１－１－３）

都道府県会館　101大会議室
（東京都千代田区平河町２丁目６－３）

５月27日㊐
午後１時30分から同３時30分まで

南近代ビル　２号室
（福岡市博多区博多駅南４－２－10）

名古屋

大　阪

東　京

心当たりの人は申請をお忘れなく！

日　　　時 場　　　　　所

５月16日㊌
午後２時から同４時まで

５月17日㊍
午後２時から同４時まで

５月17日㊍
午前10時から正午まで

５月18日㊎
午前10時から正午まで

５月18日㊎
午後２時から同４時まで

５月14日㊊
午後２時から同４時まで

天草市御所浦島開発総合センター
（市内御所浦町御所浦4310－５）

天草市横浦島コミュニティセンター
（市内御所浦町横浦383－６）

芦北町地域活性化センター
（芦北町大字田浦町653）

芦北町役場　３階大会議室
（芦北町大字芦北2015）

天草地域振興局　２階大会議室
（市内今釜新町3530）

水俣市もやい館
（水俣市牧ノ内３－１）

５月15日㊋
午前10時から正午まで

５月15日㊋
午後２時から同４時まで

津奈木町農業就業改善センター
（津奈木町大字小津奈木2123）

上天草市龍ヶ岳統括支所会議室
（上天草市龍ヶ岳町高戸1412 ）

※説明会・個別相談会は、県内、県外いずれも事前のお申し込みは不要です。

□県内説明会・個別相談会会場

□県外説明会・個別相談会会場

●水俣市のうち大字大川、久木野、越小場、古里、石坂川、葛渡および湯出を除いた区域。
●芦北町のうち大字鶴木山、計石、道川内、乙千屋、女島、白岩、佐敷、芦北、花岡、湯浦、宮崎、
豊岡、大川内、田浦、田浦町、小田浦、海浦、波多島および井牟田の区域。
●津奈木町全町、天草市のうち御所浦町の区域、八代市のうち二見洲口町の区域、上天草
市のうち龍ヶ岳町の区域。
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